
先進的窓リノベ2026事業





取　得　財　産　等　の　管　理　に　つ　い　て



リフォームを行った建物の所有者(共同事業者)は、取得財産等管理台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ってください。


≪建物の所有者の方へ≫

取得財産管理台帳には、財産名(外窓、内窓等)、規格(製品型番)、数量(設置数)、単価(製品単体の補助額)、金額(数量×単価)、取得年月日(工事完了確認書等に記載されているリフォーム工事の完了日)、処分制限期間(10年)、整備又は保管場所(リフォーム工事を行った建物の所在地)を記載してください。


≪窓リノベ事業者の方へ≫

窓リノベ事業者(補助事業者)は、取得財産等の取得年月日(リフォーム工事の完了日)が確認できる書類(工事完了確認書等)を共同事業者に発行し、取得財産等管理台帳と共に保管できるように説明を行ってください。


※交付申請時において、取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)の提出をする必要はありません。




先進的窓リノベ2026事業


取　得　財　産　等　管　理　台　帳

補助事業の名称： 令和7年度補正 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業）

所有者等：

	財産名
	規格
	数量
	単価
  (円)
	金額
　(円)
	取得
年月日
	処分制限期間
	整備又は
保管場所

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注１　対象となる取得財産等は、令和7年度補正 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金　（断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業）交付規程第１７条に規定する補助事業により取得し、又は効用の増加した財産とする。
　２　数量は、同一規格等であれば一括して記入して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記入すること。
　３　取得年月日は、工事完了確認書等に記載されているリフォーム工事の完了日を記入すること。

